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資料１．用語の定義 

 

本計画で使用している用語の定義は下記の通りです。 

 

耐震診断 地震に対する安全性を評価すること。 

補強設計 耐震性能など建築物の強度的性能を向上させ安全性を高めるために、

柱、梁、壁など建築物の主要構造部の補強を計画し、建築物の強度や

粘り強さを向上させる設計のこと。 

耐震改修(工事) 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは

模様替又は敷地の整備をすること。 

耐震改修(工事)等 耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とするこ

と。 

耐震化 耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにす

ること又は耐震改修等を実施することをいう。 

旧耐震基準 昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用い

られていた耐震基準。なお、阪神・淡路大震災では、旧耐震基準によ

る建築物の被害が顕著であった。 

新耐震基準 昭和 56 年 6 月１日に導入された耐震基準。新耐震基準では最低限遵

守すべき基準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中

規模の地震に対しては構造体を無害にとどめ、極めてまれに遭遇する

ような大地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生

じないことを目標としている。 

耐震性を満たす 新耐震基準に適合するもの又は耐震診断の結果、地震に対して安全な

構造であることが確かめられること。 

耐震化率 すべての建物のうちの、耐震性を満たす建物（新耐震基準によるも

の、耐震診断の結果、耐震性を満たすとされたもの及び耐震改修を実

施したもの）の割合。 

なお、住宅は、住宅・土地統計調査に基づいて算定しているため戸数

単位となっている。 

 
 耐震化率＝ 

新耐震基準の建物＋耐震性を満たす建物＋耐震改修済の建物 

すべての建物 

所管行政庁 

(特定行政庁) 

建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特

別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府

県知事をいう。 

ただし、その他の市町村又は特別区の区域において、建築基準法第 97

条の２第１項又は第 97 条の３第１項の規定により建築主事を置く市町

村又は特別区の区域においては、建築基準法第６条第１項第４号に掲

げる建築物のみを対象に、当該市町村又は特別区の長が所管行政庁と

なる。 
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Is 値 「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこ

と。 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

（平 成 18 年国土交通省告示第 184 号）では、Is 値の評価について

以下 のように定めている。  

① Is が 0.3 未満の場合又は q が 0.5 未満の場合：  

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 

② ①及び③以外の場合：  

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 

③ Is が 0.6 以上の場合で、かつ、 q が 1.0 以上の場合： 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 

※ q：各階の保有水平耐力に係る指標 

マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 

149 号）第 2 条第 1 号に規定するマンション（いわゆる分譲マンショ

ン）及び賃貸の用途に供されるマンションのことをいう。 

占有者 所有者が耐震改修等を進めていく上で協力を得る必要がある、テナン

トをはじめとする上記賃借人など、建物の全部又は一部を権利に基づ

き占有している者（賃貸借契約の有無に係らず）。 

要緊急安全確認 

大規模建築物 

耐震改修促進法附則第３条第１項に定める既存耐震不適格建築物であ

って、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な

ものとして政令で定めるもの。 

①病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多

数の者が利用する既存耐震不適格建築物 

②小学校、老人ホームその他耐震地震の際の避難確保上特に配慮を要

する者が利用する既存耐震不適格建築物 

③耐震改修促進法第 14 条第 2 号に掲げる建築物である既存耐震不適格

建築物 

要安全確認計画 

記載建築物 

耐震改修促進法第 7 条第 1 項に規定された都道府県耐震改修促進計画

に記載された建築物で、東京都は特定緊急輸送道路を同法第 5 条第 3

項第 2 号に基づく「建築物集合地域通過道路等」として位置づけ、特

定緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」として耐

震診断の実施を義務付けている。 

組積造の塀 れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他積み上げて造られ

た塀のこと。 

緊急輸送道路 東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国道及びこれら

を連絡する幹線的な道路、並びにこれらの道路と知事が指定する拠点

(指定拠点)とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路 

建築物集合地域 

通過道路 

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路

（相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地

域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路）のこと。 
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防災都市づくり 

推進計画 

東京都震災対策条例第 13 条の規定に基づき、震災を予防し、震災時

の被害拡大を防ぐため、主に、延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機

能確保、安全な市街地の形成、避難場所等の確保など、都市構造の改

善に関する諸施策を推進することを目的として定める計画。 

住宅・土地統計 

調査 

我が国の住宅に関する最も基礎的な統計調査のこと。 

住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を、全国及

び地域別に明らかにすることを目的に、総務省統計局が 5 年ごとに実

施している。 

台東区マンション 

実態調査 

区内の分譲マンション及び賃貸マンションを対象に、建物の状況、管

理又は使用に関する事項等の実態を把握し、今後のマンション施策を

検討するために、区が平成 30 年度に実施した調査のこと。 
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資料２．関係法令等（抜粋） 

 

 

１．建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）（抜粋） 

 

第一章 総則  

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをい

う。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増

築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域に

ついては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域につい

ては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九

十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は

特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等  

（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）

を定めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物

の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての

所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要

な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に

定める事項を記載することができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保するこ

とが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地

震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以

下「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適

用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地震に対する安全性が
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明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）

に限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と

認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の

報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建

築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国

土交通省令で定める道路（以下「建築物集合地域通過道路等」という。）に限る。

）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とするこ

とを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物（

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者

の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十四条

第三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物であ

るものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、

及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不

適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築

物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関

する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害

既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められ

る場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「

特定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をそ

の全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸

住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十九

条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とす

る者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「

特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 

特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人

都市再生機構（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」とい

う。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構

又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようと

するときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権

原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴か

なければならない。 
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５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しよう

とするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なけれ

ばならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する

。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする

。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に

関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物

の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての

所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な

事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定

める事項を記載することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害

既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐

震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建

築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐

震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事

項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合

地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害

既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められ

る場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 
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５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 

 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置  

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は

、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐

震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 

同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載さ

れた道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限

る。） 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された

道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、

前号に掲げる建築物であるものを除く。） 同項第一号の規定により市町村耐震改

修促進計画に記載された期限 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告を

せず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その

報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がな

くて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著

しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い

、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において

は、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしない

ときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を

、あらかじめ、公告しなければならない。 

（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定め

るところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定によ

り耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、

国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要

する費用を負担しなければならない。 
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２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交

通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費

用を負担しなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全

性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物につ

いて耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本

方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項

」という。）を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導

及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていな

いと認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案

して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必

要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者

に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項（第七条の規定

による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、要安全確

認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建

築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物

の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし

、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければなら

ない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計

画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所

有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に

対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格

建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 
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一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホ

ームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規

模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のもの

の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促

進計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に

記載された道路に接する通行障害建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な

実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者

に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改

修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに掲

げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが

特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る

。）について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既

存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をするこ

とができる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用

する特定既存耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として

利用する特定既存耐震不適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところに

より、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震

に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建

築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現

場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築

設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査

について準用する。 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不

適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に
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応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない

。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施

を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対

し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修に

ついて必要な指導及び助言をすることができる。 

 

附 則 

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等） 

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に

確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの（要安全確認計画記載建築

物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平成二十

七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全確認大規

模建築物」という。）の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土

交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所

管行政庁に報告しなければならない。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用

する既存耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として

利用する既存耐震不適格建築物 

三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認

大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大

規模建築物については、適用しない。 

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建

築物について準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに

第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条

中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十三

条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第八条

第一項」と読み替えるものとする。 

４ 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下

の罰金に処する。 

５ 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても当該各項の刑を科する。 
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２．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

（平成１８年１月２５日 国土交通省告示第１８４号）（抜粋） 

 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪わ

れた。このうち地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の

四千八百三十一人が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、

平成二十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九

月の北海道胆振東部地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した

東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災

害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。また、東日本大震災に

おいては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町村において

も建築物に大きな被害が発生した。さらに、平成三十年六月の大阪府北部を震源とする

地震においては塀に被害が発生した。このように、我が国において、大地震はいつどこ

で発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。また、南海トラフ地震、

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の切迫性が指摘

され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラ

フ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されている。 

建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年九月中央防

災会議決定）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされ

るとともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成二十六年三月中央防災会議決

定）において、十年後に死者数を概ね八割、建築物の全壊棟数を概ね五割、被害想定か

ら減少させるという目標の達成のため、重点的に取り組むべきものとして位置づけられ

ているところである。また、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成二十七年三月閣

議決定）においては、十年後に死者数及び建築物の全壊棟数を被害想定から半減させる

という目標の達成のため、あらゆる対策の大前提として強力に推進すべきものとして位

置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限

られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求めら

れている。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

め、基本的な方針を定めるものである。 

 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地

域防災対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。

国及び地方公共団体は、こうした所有者等の取組をできる限り支援するという観点

から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減
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のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となってい

る課題を解決していくべきである。 

 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では

災害による負傷者の治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対

策指示が行われるなど、多くの公共建築物が応急活動の拠点として活用される。こ

のため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確

保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められるとの認識のもと、強力に公共

建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び地方公共団体は、

各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表するととも

に、整備目標及び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促

進に積極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第 22 条第 3 項の規定に基づく表示を積極的に

活用すべきである。 

 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ当該イからハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第 7 条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第 3 条第 1 項に

規定する要緊急安全確認大規模建築物（以下「耐震診断義務付け対象建築物」と

いう。）については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が耐

震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となっている旨の十分

な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の

結果を報告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断

結果の報告をするように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、法第 8 

条第 1 項（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべ

きことを命ずるとともに、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第 9 条（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく報告の内容の公表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行

規則（平成 7 年建設省令第 28 号。以下「規則」という。）第 22 条（規則附則

第 3 条において準用する場合を含む。）の規定により、所管行政庁は、当該報

告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修

等により耐震性が確保された建築物については、公表内容にその旨を付記するな

ど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう、

営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべきである。 
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また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務

付け対象建築物の所有者に対して、法第 12 条第 1 項の規定に基づく指導及び

助言を実施するよう努めるとともに、指導に従わない者に対しては同条第  2 項

の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかった

ときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け

対象建築物の所有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造

耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認め

られる建築物（別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）第 1 第 1 号又は第 2 号

の規定により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震

の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断された建築物

をいう。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭和 25 年法律第 201 

号）第 10 条第 3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、

そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物に

ついては、同条第 1 項の規定に基づく勧告や同条第 2 項の規定に基づく命令を

行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第 15 条第 2 項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建

築物」という。）については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建

築物が指示対象建築物である旨の周知を図るとともに、同条第 1 項の規定に基

づく指導及び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に対しては同条第  2 

項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかっ

たときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所

有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部

分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物に

ついては速やかに建築基準法第 10 条第 3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐

食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあ

ると認められる建築物については、同条第 1 項の規定に基づく勧告や同条第 2 

項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）

については、所管行政庁は、その所有者に対して、法第 15 条第 1 項の規定に

基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。また、法第 16 条第 1 

項に規定する既存耐震不適格建築物についても、所管行政庁は、その所有者に対

して、同条第 2 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。 
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４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第 17 条第 3 項の計画の認定、法第 22 条第 2 項の認定、法

第 25 条第 2 項の認定について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべき

である。 

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われ

るよう、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々で

あるが、相当の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課

題となっている。このため、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震

改修に係る助成制度等の整備や耐震改修促進税制の普及に努め、密集市街地や緊急

輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うこと

が望ましい。特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施

及び耐震改修の促進が求められることから、特に重点的な予算措置が講じられるこ

とが望ましい。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇

措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。 

また、法第 32 条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「セン

ター」という。）が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、

センターを指定した場合においては、センターの業務が適切に運用されるよう、セ

ンターに対して必要な指導等を行うとともに、都道府県に対し、必要な情報提供等

を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合につ

いては、地方公共団体が、公共賃貸住宅の空家の紹介等に努めることが望ましい。 

 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建

築物の所有者等が安心して耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課

題となっている。特に、「どの事業者に頼めばよいか」、「工事費用は適正か」、

「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」等の不安に対応する必要がある。

このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を

設置するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施が可能な建築士及び事業者の一覧

や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考となる事例集を作

成し、ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、

情報提供等を行うこととする。また、全ての市町村は、耐震診断及び耐震改修に関

する相談窓口を設置するよう努めるべきであるとともに、地方公共団体は、センタ

ー等と連携し、先進的な取組事例、耐震改修事例、一般的な工事費用、専門家・事

業者情報、助成制度概要等について、情報提供の充実を図ることが望ましい。 
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７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及

び耐震改修について必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図るこ

とが望ましい。国及び地方公共団体は、センター等の協力を得て、講習会や研修会

の開催、受講者の登録・紹介制度の整備等に努めるものとする。特に、耐震診断義

務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、国は、登録資格者講習（規則

第 5 条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度による実施、

建築士による登録資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものとす

る。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地

方公共団体は、関係団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研

究を実施することとする。 

 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位

とした地震防災対策への取組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する

支援、地域ごとに関係団体等からなる協議会の設置等を行うことが考えられる。国

は、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガ

ラス、天井、外壁等の非構造部材の脱落防止対策についての改善指導や、地震時の

エレベーター内の閉じ込め防止対策、エスカレーターの脱落防止対策、給湯設備の

転倒防止対策、配管等の設備の落下防止対策の実施に努めるべきであり、これらの

対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第 3 条第 2 項の適用を

受けているものについては、改修の促進を図るべきである。また、南海トラフ沿い

の巨大地震による長周期地震動に関する報告（平成 27 年 12 月）を踏まえて、長

周期地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対し、必

要な助言、情報提供等を行うこととする。 

 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

平成 25 年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約 5,200 万戸の

うち、約 900 万戸（約 18 パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約 

82 パーセントと推計されている。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成 

15 年の約 1,150 万戸から 10 年間で約 250 万戸減少しているが、大部分が建替え

によるものであり、耐震改修によるものは 10 年間で約 55 万戸に過ぎないと推計

されている。 

また、法第 14 条第 1 号に掲げる建築物（以下「多数の者が利用する建築物」



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

59 

という。）については、約 42 万棟のうち、約 6 万棟（約 15 パーセント）が耐

震性が不十分であり、耐震化率は約 85 パーセントと推計されている。 

 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び

住生活基本計画（平成二十八年三月閣議決定）における目標を踏まえ、住宅の耐震

化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成三十二年までに少な

くとも九十五パーセントにすることを目標とするとともに、平成三十七年までに耐

震性が不十分な住宅を、同年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築

物を、それぞれおおむね解消することを目標とする。耐震化率を九十五パーセント

とするためには、平成二十五年から平成三十二年までの間に、少なくとも住宅の耐

震化は約六百五十万戸（うち耐震改修は約百三十万戸）とする必要があり、建替え

促進を図るとともに、耐震改修のペースを約三倍にすることが必要である。また、

多数の者が利用する建築物の耐震化は少なくとも約四万棟（うち耐震改修は約三万

棟）とする必要があり、建替え促進を図るとともに、現在の耐震改修のペースを約

二倍にすることが必要となる。 

また、建築物の耐震化のためには、耐震診断の実施の促進を図ることが必要であ

り、平成 25 年から平成 32 年までの間に、耐震化率の目標達成のために必要な耐

震改修の戸数又は棟数と同程度の耐震診断の実施が必要となると考えて、少なくと

も住宅については約 130 万戸、多数の者が利用する建築物については約 3 万棟の

耐震診断の実施を目標とすることとする。 

特に、公共建築物については、各地方公共団体において、できる限り用途ごとに

目標が設定されるよう、国土交通省は、関係省庁と連携を図り、必要な助言、情報

提供を行うこととする。 

 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に

適合しているかどうかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要

な改修を行うことが基本である。しかしながら、既存の建築物については、耐震関係

規定に適合していることを詳細に調査することや、適合しない部分を完全に適合させ

ることが困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、技術指針事

項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識すること

ができるよう、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、発生のおそれが

ある地震の概要と地震による危険性の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」

という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域での取組の重要性等につい
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て、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。

国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセ

ンターとの間で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 

 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下

単に「都道府県耐震改修促進計画」という。）を、建築物の耐震改修の促進に関

する法律施行令の一部を改正する政令（平成三十年政令第三百二十三号。以下

「改正令」という。）の施行後できるだけ速やかに改定すべきである。 

都道府県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部

局、観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市

町村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の

取組を行いながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要が

ある施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、そ

の改定に当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な

調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

都道府県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県にお

いて想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可

能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましい。なお、都道府県は、

定めた目標について、一定期間ごとに検証するべきである。特に耐震診断義務付

け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。このため、

都道府県耐震改修促進計画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記

載する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、耐震診断

義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の

報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今

後速やかに耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震

化の目標を設定すべきである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進

するため、都道府県は、公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望

ましい。 
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ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等

との役割分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定める

とともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるよう

にするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定め

ることが望ましい。 

法第 5 条第 3 項第 1 号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、

地震時における災害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、

例えば庁舎、病院、学校の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、

福祉施設等の民間建築物のうち、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）

第 2 条第 10 号に規定する地域防災計画や防災に関する計画等において、大規

模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物

として定められたものについても、積極的に定めることが考えられる。なお、公

益上必要な建築物を定めようとするときは、法第 5 条第 4 項の規定に基づき、

あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運送

以外の一般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規

模な地震が発生した場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みが

ないものまで定めることがないよう留意するべきである。 

法第 5 条第 3 項第 2 号又は第 3 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道

の建築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある

道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路

その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のう

ち、市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時に

おける多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸

送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要

な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の

地域の防災上の観点から重要な道路については、同項第二号の規定に基づき早期

に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定

めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物

（耐震不明建築物であるものに限る。以下同じ。）に係る耐震診断の結果の報告

の期限に関する事項が都道府県耐震改修促進計画に記載されている場合において

は、必要に応じて、当該都道府県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の

耐震改修の促進に関する法律施行令（平成七年政令第四百二十九号）第四条第二

号に規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に

記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当該都道府県耐震改修促進

計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施行の際現に法
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第五条第三項第二号の規定に基づき当該都道府県耐震改修促進計画に記載されて

いる通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する

事項は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第一号に規定する建

築物に係るものであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀につい

ては、規則第四条の二の規定により、地域の実情に応じて、都道府県知事が耐震

診断義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則で定めることができることに留

意すべきである。 

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二

十八条の特例の適用の考え方等について定めることが望ましい。 

加えて、同項第 5 号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅

供給公社（以下「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実

施に関する事項は、機構等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等

について定めることが考えられる。なお、独立行政法人都市再生機構による耐震

診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再生に資するものに限定す

るとともに、地域における民間事業者による業務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とす

る程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設

置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改

修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ま

しい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての

市町村において措置されるよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策

についても定めることが考えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示、命令等について、所管行政庁は、優先的に実施

すべき建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。

また、所管行政庁は、法第 12 条第 3 項（法附則第 3 条第 3 項において準用

する場合を含む。）又は法第 15 条第 3 項の規定による公表を行ったにもかか

わらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第 10 条第 

1 項の規定による勧告、同条第 2 項又は第 3 項の規定による命令等を実施すべ

きであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東
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海地震及び東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体について

は地域目標を定めることが要請され、その他の地域においても減災目標を策定す

ることが必要とされている。こうしたことを踏まえ、法第六条第一項において、

基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町

村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされたところであり、可能な限り

全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定されることが望ましい。ま

た、改正令の施行前に市町村耐震改修促進計画を策定している市町村にあっては、

当該市町村耐震改修促進計画を改正令の施行後できるだけ速やかに改定すべきで

ある。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、

衛生部局、観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県

の耐震化の目標や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取

組を行いながら、より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に

基づく指導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

市町村耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏ま

え、各市町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現

状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましい。な

お、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築

物である。このため、市町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める

事項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、

耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診

断の結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。さらに、庁舎、病

院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断

を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべ

きである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、市町村は、

公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望ましい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等と

の役割分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めると

ともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるように

するための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定める

ことが望ましい。 

法第 6 条第 3 項第 1 号又は第 2 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道
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の建築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある

道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路

その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のう

ち、市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時

における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の

輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必

要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の

地域の防災上の観点から重要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期

に沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に

係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項が市町村耐震改修促進計画に記載

されている場合においては、必要に応じて、当該市町村耐震改修促進計画を速や

かに改定し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定す

る組積造の塀に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に記載すべき

である。ただし、やむを得ない事情により当該市町村耐震改修促進計画を速やか

に改定することが困難な場合においては、改正令の施行の際現に法第六条第三項

第一号の規定に基づき当該市町村耐震改修促進計画に記載されている通行障害既

存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項は、建築物

の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第一号に規定する建築物に係るもの

であるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀については、地域の実

情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則で

定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、

パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に

係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。

特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置

されるよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定めることが考え

られる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的

に実施すべき建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望
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ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第 12 条第 3 項（法附則第 3 条第 3 

項において準用する場合を含む。）又は法第 15 条第 3 項の規定による公表を

行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合には、建築基

準法第 10 条第 1 項の規定による勧告、同条第 2 項又は第 3 項の規定による

命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望

ましい。 

 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第 17 条第 3 項の計画の認定、法第 22 条第 2 項の認定、法

第 25 条第 2 項の認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが

望ましい。なお、法第 22 条第 2 項の認定制度の周知にあたっては、本制度の活

用が任意であり、表示が付されていないことをもって、建築物が耐震性を有さない

こととはならないことについて、建築物の利用者等の十分な理解が得られるよう留

意するべきである。 

 

（別添）  

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

 略 
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３．東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例 

（平成２３年３月１８日条例第３６号）（抜粋） 

 

第一章 総則 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 緊急輸送道路 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三

号)第五条第三項第三号の規定により緊急輸送道路として東京都耐震改修促進計画

に記載された道路をいう。 

二 沿道建築物 建築物のいずれかの部分の高さが東京都規則(以下「規則」とい

う。)で定める高さを超えるもの(昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手し

たものを除く。)であって、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。 

三 耐震診断 第六条第一項の指針に定める方法により地震に対する安全性を評価す

ることをいう。 

四 耐震改修 第六条第一項の指針に定める地震に対する安全性の基準に適合させる

ことを目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることを

いう。 

五 耐震改修等 耐震改修を行い、又は全部を除却し、若しくは一部を除却し、若し

くは全部若しくは一部を移転して建築物のいずれの部分の高さも規則で定める高さ

以下のものとすることをいう。 

六 耐震化 耐震診断を実施して第六条第一項の指針に定める地震に対する安全性の

基準に適合することを明らかにすること又は耐震改修等を実施することをいう。 

(都の責務) 

第三条 東京都(以下「都」という。)は、震災時における緊急輸送道路の機能を確保す

るため、広域的な観点から、緊急輸送道路の機能及び重要性並びに沿道建築物の耐震

化の公共性に関する啓発及び知識の普及に努め、沿道建築物の耐震化を促進する施策

を総合的に推進するものとする。 

(区市町村との連携) 

第四条 都は、この条例の施行に当たっては、特別区及び市町村(以下「区市町村」と

いう。)と緊密な連携を保ち、その理解と協力を得るよう努めるとともに、区市町村

の実施する沿道建築物の耐震化の促進に関する施策を支援するものとする。 

(所有者の責務) 

第五条 沿道建築物の所有者は、地震により当該沿道建築物が倒壊し、緊急輸送道路を

閉塞した場合における被害の影響の広範さに鑑み、自らの社会的責任を認識して当該

沿道建築物の耐震化に努めるものとする。 

(占有者の責務) 

第五条の二 沿道建築物の占有者は、地震により当該沿道建築物が倒壊し、緊急輸送道

路を閉塞した場合における被害の影響の広範さに鑑み、当該沿道建築物の所有者が行
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う当該沿道建築物の耐震化の実現に向けて協力するよう努めるものとする。 

 

第二章 耐震化指針及び特定緊急輸送道路の指定 

(特定緊急輸送道路の指定) 

第七条 知事は、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認め

るもの(以下「特定緊急輸送道路」という。)を指定することができる。 

２ 知事は、特定緊急輸送道路を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、

あらかじめ当該特定緊急輸送道路の存する区市町村の長の意見を聴かなければならな

い。 

３ 知事は、特定緊急輸送道路を指定したときは、これを告示しなければならない。こ

の場合において、当該特定緊急輸送道路に係る第十二条第一項第一号に規定する日に

ついても、併せてこれを告示しなければならない。 

４ 前三項の規定は、特定緊急輸送道路の指定の解除について準用する。 

 

第三章 耐震化に係る施策の推進 

(耐震化状況の報告) 

第八条 前条第一項の規定に基づく特定緊急輸送道路の指定の効力が生じる日における

当該特定緊急輸送道路に係る沿道建築物(以下「特定沿道建築物」という。)の所有者

(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者。次項並びに第十条第二項及び

第六項において同じ。)は、同日から三箇月以内に、当該特定沿道建築物について、

耐震診断又は耐震改修の実施状況その他の地震に対する安全性に関する事項を、規則

で定める報告書により知事に報告しなければならない。ただし、第十条第二項又は第

六項の規定に基づく報告をする場合は、この限りでない。 

２ 前項の報告書に記載した事項に変更が生じた場合は、所有者は、変更が生じた日か

ら三十日以内に、規則で定める報告書により、その旨を知事に報告しなければならな

い。ただし、第十条第二項又は第六項の規定に基づく報告をする場合は、この限りで

ない。 

(耐震化状況報告に関する指導等) 

第九条 知事は、特定沿道建築物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対

し、前条各項の規定による報告について必要な指導及び助言をすることができる。 

(特定沿道建築物の耐震化) 

第十条 特定沿道建築物の所有者は、当該特定沿道建築物について次に掲げる者のうち

いずれかの者が行う耐震診断を実施しなければならない。ただし、当該特定沿道建築

物について、既に次に掲げる者が行う耐震診断を実施している場合又は耐震改修を実

施している場合は、この限りでない。 

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する

指定確認検査機関 

二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条から第三条の三までの規定に基づ

き当該特定沿道建築物と同種同等の建築物を設計することができる一級建築士、二
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級建築士又は木造建築士 

三 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項

に規定する登録住宅性能評価機関 

四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三第一項に規定する地方公共

団体 

五 前各号に掲げる者のほか、耐震診断を行う能力がある者として規則で定めるもの 

２ 特定沿道建築物の所有者は、当該特定沿道建築物について前項に規定する耐震診断

を実施した場合は、耐震診断の実施が完了した日として規則で定める日から三十日以

内に、規則で定める報告書により、その旨を知事に報告しなければならない。 

３ 耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に適合しない特定沿道建築物の所有

者は、当該特定沿道建築物について耐震改修等を実施するよう努めなければならない。 

４ 前項に規定する特定沿道建築物の所有者は、当該特定沿道建築物の占有者に対し、

当該特定沿道建築物が耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に適合しない旨

を通知するよう努めなければならない。 

５ 第三項に規定する特定沿道建築物の所有者は、当該特定沿道建築物の占有者に対し、

当該特定沿道建築物の耐震改修等の実現に向けた協力を求めるよう努めなければなら

ない。 

６ 特定沿道建築物の所有者は、当該特定沿道建築物について耐震改修等を実施した場

合又は当該特定沿道建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、若

しくは損壊して建築物のいずれの部分の高さも規則で定める高さ以下のものとなった

場合は、耐震改修等の実施が完了した日として規則で定める日又は当該特定沿道建築

物が滅失し、若しくは損壊した日から三十日以内に、規則で定める報告書により、そ

の旨を知事に報告しなければならない。 

(沿道建築物の耐震化に関する指導及び指示) 

第十一条 知事は、震災時における救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を

支える緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化の適確な実施を確保

する上で必要があると認めるときは、当該沿道建築物の所有者等に対し、当該沿道建

築物の耐震化について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 知事は、震災時における救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える

緊急輸送道路の機能を確保する上で、沿道建築物について必要な耐震診断が実施され

ていないと認めるときは、当該沿道建築物の所有者に対し、期限を定めて、耐震診断

を実施するよう必要な指示をすることができる。 

(耐震診断を実施しない場合の公表) 

第十二条 知事は、震災時における救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を

支える緊急輸送道路の機能を確保するため、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該特定沿道建築物について必要な耐震診断が実施されていない旨及び当該特定沿道

建築物の所在地その他の当該特定沿道建築物を表示するために必要なものとして規則

で定める事項を公表することができる。 

一 特定緊急輸送道路ごとに知事が別に定める日までに、正当な理由がなく必要な耐
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震診断を実施しないとき。 

二 前条第二項の規定に基づく指示を受けた特定沿道建築物の所有者が、当該指示に

係る期限経過後も、正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しないとき。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより

事前に当該特定沿道建築物の所有者に意見書の提出その他の方法により意見を述べる

機会を与えるものとする。 

(特定沿道建築物の耐震診断実施命令) 

第十三条 知事は、第十一条第二項に規定する指示を受けた特定沿道建築物の所有者が、

当該指示に係る期限経過後も、なお正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しない場

合であって、震災時における救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支え

る緊急輸送道路の機能を確保するため特に必要と認めるときは、当該所有者に対し、

期限を定めて、当該指示に係る耐震診断を実施すべきことを命ずることができる。 

(特定沿道建築物の耐震改修等実施指示) 

第十四条 知事は、特定沿道建築物が耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に

適合していないと認める場合であって、震災時における救急消火活動、緊急物資の輸

送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路の機能を確保するため特に必要と認めると

きは、当該特定沿道建築物の所有者に対し、当該特定沿道建築物について耐震改修等

を実施するよう指示することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指示を受けた特定沿道建築物の所有者が、正当な理由が

なく、当該指示に従わなかったときは、規則で定める事項を公表することができる。 

(占有者への助言等) 

第十四条の二 知事は、第十一条第一項に規定する指導又は助言の対象となった沿道建

築物の占有者に対し、当該沿道建築物の耐震化に関する情報を提供する等必要な助言

をすることができる。 

２ 前条第一項の規定による指示の対象となった特定沿道建築物の占有者は、当該特定

沿道建築物の所有者が行う当該特定沿道建築物の耐震改修等の実現に向けて協力する

よう努めなければならない。 

３ 知事は、前条第一項の規定による指示の対象となった特定沿道建築物の占有者に対

し、当該特定沿道建築物の所有者が行う当該特定沿道建築物の耐震改修等の実現に向

けた協力について必要な指導及び助言をすることができる。 
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４．東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）（抜粋） 

 

(重要建築物の耐震性等の強化) 

第十七条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及び耐火

性の強化に努め、又は当事者をして努めさせなければならない。 

一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警察署

その他の官公庁建築物 

二 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他これら

に準ずる建築物 

 

 

 

５．東京都震災対策条例施行規則（平成１３年東京都規則第５２号）（抜粋） 

 

(重要建築物の種類) 

第八条 条例第十七条第一号のその他の官公庁建築物は、次に掲げるものとする。 

一 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施設 

二 建設事務所、東京港建設事務所、東京港管理事務所及び空港管理事務所 

三 治水事務所 

四 都立葬儀所 

五 保健所、浄水場、給水所及び下水処理場 

六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場 

七 災害対策住宅及び職務住宅 

２ 条例第十七条第二号のその他これらに準ずる建築物は、次に掲げるものとする。 

一 東京都養護老人ホーム条例(平成十一年東京都条例第百三十六号)に規定する養護

老人ホーム及び東京都立ナーシングホーム条例(平成十一年東京都条例第百三十五

号)に規定するナーシングホーム 

二 都立の障害児者施設 
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資料３．特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化と道路機能確保にかかるシ

ミュレーション【東京都耐震改修促進計画（令和２年３月）より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

  



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

75 

資料４．耐震化に関するアンケート調査等 

 

１．住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関するアンケート調査 

（１）目的 

① 耐震診断後の耐震改修状況等を把握していない建築物の状況を把握する。 

② 耐震診断後、耐震改修等を実施していない要因を把握し、耐震化を促進するための

課題の整理と今後の対応策を検討する。 

③ 区の助成制度を使わずに自己資金のみで耐震改修等を実施した方について、助成制

度を活用しなかった理由を把握し、助成制度の改善策等を検討する。 

（２）調査概要 

調 査 期 間 令和２年８月７日（金） ～ ８月２８日（金） 

対   象 耐震診断の結果、「倒壊の恐れがある」と判定された方で、耐震改修又は除

却助成の申請がない建築物の耐震診断助成申請者（平成１４年度～令和元年

度）３９７名 

有効回収数 １７３名  有効回収率４３．６％ 

（３）アンケート調査結果 

① 当該建築物の構造 
 

構造 棟数 

木造 160 

鉄筋コンクリート造 12 

鉄骨造 1 

 

② 当該建築物の地区 
 

地区 棟数 構成比 

竹町地区 10 5.8％ 

東上野地区 6 3.5％ 

上野地区 8 4.7％ 

入谷地区 25 14.5％ 

金杉地区 20 11.6％ 

谷中地区 15 8.7％ 

浅草橋地区 11 6.4％ 

浅草寿地区 20 11.6％ 

雷門地区 14 8.1％ 

馬道地区 20 11.6％ 

清川地区 24 13.9％ 
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・助成制度を知ったきっかけは、「区の広報・ケーブルテレビ」が 53 件（占有率

30.8％）と最も多く、次いで「区のホームページ」の 36 件（同 20.9％）、以下「町

会回覧（チラシ）」の 26件（同 15.1％）、「建築士や建設会社等より」の 23件（同

13.4％）の順であった。 

・「区の建築無料相談」は 12件（同 7.0％）と比較的少ない結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・耐震診断を実施した理由は、「耐震性について不安があったから」の 138件（占有率

79.7％）、及び「耐震診断費用に補助が出るから」の 116 件（占有率 66.9％）が非

常に多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 1 区の耐震診断助成を知ったきっかけについてお伺いします。該当する番号に〇

を付けてください。 

問 2 耐震診断を実施した理由についてお伺いします。当てはまる番号を最大 3つ選

んで（１つでも可）回答欄にご記入ください。 

区のホームページ

20.9%, 36

区の広報・

ケーブルテレ

ビ

30.8%, 52
町会回覧（チ

ラシ）

15.1%, 26防災フェア・消費生

活展等区のイベント

0.6%, 1

区の建築無料相談

7.0%, 12

知人より

4.7%, 8

建築士や建設会社等より

13.4%, 23

その他

4.7%, 8

無回答

2.9%, 5

66.9%, 116 

79.7%, 138 

3.5%, 6 

15.1%. 26 

18.0%, 31 

32.6%, 56 

2.3%, 4 

1.2%, 2 

0 20 40 60 80 100 120 140

耐震診断費用に補助が出るから

耐震性について不安があったから

知人に勧められたから

建築士や施工業者等に勧められたから

リフォームや改築の計画があったから

大きな地震がきっかけ

その他

無回答



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

77 

 
 
 

・耐震診断を行った建物の建築時期によると、全体の約 6 割（占有率 57.8％）が「昭

和 40(1965)年以前に建築された建物」で占められており、その内、築 75 年以上とな

る「昭和 20(1945)年以前に建築された建物」も 18件(同 10.4%)と一定数みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐震診断後に改修・建替え・除却を実施した建物は全体の 36.1％（56 件）だが、そ

の中では耐震改修工事の実施が 36件と多い。 

・耐震診断後の対応についての回答で多かったのは、「何もしていない」の 40 件（占

有率 23.3％）、「どうすべきか検討中」及び「耐震改修工事を実施した（又は今後 1

年以内に実施予定）」の各 36件（占有率 21.4％）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 3 耐震診断を行った建築物の建築時期についてお伺いします。該当する番号に〇

を付けてください。 

問 4 耐震診断後の対応についてお伺いします。該当する番号に〇を付けてください。 

「1」と回答した方は【問 14】、｢2｣～｢4｣と回答した方は【問 7】、｢5｣～｢8」と

回答した方は【問 5】にお進みください。 

3.5%, 6

0.6%, 1

11.0%, 19

20.9%, 36

0.6%, 1

9.3%, 16

20.9%, 36

23.3%, 40

9.9%, 17

0 10 20 30 40

耐震改修工事等をせずに売却した

又は別の住宅に引っ越した

除却（更地に）した（又は今後1年以内に実施予定）

建て替えた（又は今後1年以内に実施予定）

耐震改修工事を実施した（又は今後1年以内に

実施予定）

管理組合、管理会社や入居者と話し合った

（工事は未実施）

家具の転倒防止などの簡単な耐震対策を実施した

（実施の予定）

どうすべきか検討中

何もしていない

無回答

→【問７】 

→ 自由回答 

→【問５】 

※無回答を除く 36.1%、 56 63.9%、 99

0% 20% 40% 60% 80% 100%

耐震診断後の対応

対策を実施した 対策を実施していない

昭和20年以

前（築75年

以上）

10.4%

18
昭和21年～30年

（築65年～74年）

20.8%,36

昭和31年～40年

（築55年～64年）

26.6%,46

昭和41年～50年

（築45年～54年）

17.3%, 30

昭和51年～56年５月

（築39年～44年）

5.8%, 10

昭和56年６月以降

（築39年未満）

5.8%, 10

わからない

6.9%, 11

無回答

6.4%, 11
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＜対象：耐震診断後の対応で、売却等以外の具体策をとらなかった建物＞ 

・売却等以外の具体策をとらなかった建物の用途は、「戸建て住宅」の 56 件（占有率

60.2％）と 6 割を占め、次いで「事務所･店舗･作業場等との併用住宅」（27 件、

29.0％）であった。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

＜対象：耐震診断後の対応で、売却等以外の具体策をとらなかった建物＞ 

・建物所有者の年齢については、「70歳以上」の 54件（占有率 58.1％）が最も多く、

次いで「60代」の 18件（同 19.4％）と合わせると、全体の 77.5％（72件）が 60代

以上である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 5 【問 4で、5～8 と回答した方にお伺いします。】 

   耐震診断を行った建築物の現在の用途についてお伺いします。該当する番号に

〇を付けてください。回答後は【問 6】にお進みください。 

問 6 耐震診断を行った建築物の現在の所有者の年齢についてお伺いします。該当す

る番号に〇を付けてください。回答後は【問 9】にお進みください。 

戸建て住宅 56 60.2%

事務所･店舗･作業場等との併用住宅 27 29.0%

共同住宅・アパート 2 2.2%

長屋 0 0.0%

住宅以外 6 6.5%

無回答 2 2.2%
戸建て住宅

53.6%, 56

事務所･店舗･

作業場等との

併用住宅

29.0%, 28

共同住宅・

アパート

2.2%, 2

長屋

0.0%, 0

住宅以外

6.5%, 6
無回答

2.2%, 15

30歳未満 0 0.0%

30代 0 0.0%

40代 4 4.3%

50代 8 8.6%

60代 18 19.4%

70歳以上 54 58.1%

法人 6 6.5%

その他 1 1.1%

無回答 2 2.2%

30歳未満

0
0.0%

30代

0
0.0%

40代

4
4.3%

50代

8

8.6%

60代

18
19.4%

70歳以上

54
58.1%

法人

6
6.5%

その他

1
1.1%

無回答

2
2.2%
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① 全体集計 

＜対象：耐震診断後に耐震改修、建替え、除却を実施した建物＞ 

・耐震診断から対策（耐震改修、建替え、除却）を実施するまでの期間によると、全体

の 43.4％（23 件）が 2 年未満に実施しており、5 年未満までをみると全体の 69.8％

（37件）が対策を実施している。 

・6 年以上～10 年未満は 22.6％（12 件）、10 年以上も 4 件あるなど、診断結果から対

策までの実施期間が比較的長い建物も一定数あった。 

 

実施までの期間 回答数 占有率 

2年未満 23 43.4％ 

2年以上～5年未満 14 26.4％ 

6年以上～10年未満 12 22.6％ 

10年以上 4 7.5％ 

計（有効回答数） 53 100.0％ 

  ※）2 年未満とは、耐震診断実施年度を含めた 2 年度までの間に対策を実施した場合

であり、その他の期間も同じ考えで区分している。 

 

② 問 4で 4（耐震改修工事を実施した）と回答した集計 

・耐震改修工事を実施した（又は今後 1年以内に実施予定）と回答した方では、半数以

上が 2年未満に実施（19件、55.9％）であった。 

 

実施までの期間 回答数 占有率 

2年未満 19 55.9％ 

2年以上～5年未満 8 23.5％ 

6年以上～10年未満 5 14.7％ 

10年以上 2 5.9％ 

計（有効回答数） 34 100.0％ 

 

  

問 7 【問 4 で、2～4 と回答した方にお伺いします。】 

耐震改修工事・建替え・除却の実施時期を教えてください。該当する番号に〇を付け

て、時期をご記入ください。回答後は【問 8】にお進みください。 
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＜対象：耐震診断後に耐震改修、建替え、除却を実施した建物＞ 

・区の助成制度を利用しなかった理由は、「助成要件を満たしていない」が最も多く全

体の 27.3％（12 件）を占め、それに次ぐ「利用できる制度がない」（同 18.2％、8

件）を合わせると、全体の 45.5％（20 件）が助成制度を利用したくても利用できな

かったという結果となった。 

・その他では、「手続きに時間がかかる」（3 件、同 6.8％）や、「制度を知らなかっ

た」（4件、同 9.1％）も一定数みられた。 

 

助成を利用しなかった理由 回答数 占有率 

制度を知らなかった 4 9.1％ 

助成要件を満たしていない 12 27.3％ 

利用できる制度がない 8 18.2％ 

手続きに時間がかかる 4 9.1％ 

助成予算の限度に達した 2 4.5％ 

その他 5 11.4％ 

不明 3 6.8％ 

制度を利用した 6 13.6％ 

計（有効回答数） 44 100.0％ 

 

 

  

問 8 耐震改修工事・建替え・除却を行った際に、区の助成制度を利用しなかった理

由について、差し支えなければ回答欄にご記入ください。 回答後は【問 10】に

お進みください。 
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＜対象：耐震診断後の対応で、売却等以外の具体策をとらなかった建物＞ 

・耐震改修工事等を行わない理由としては、「工事費用の負担が大きいから」が最も多

く全体の 57.0％（53件）を占め、次いで「その他」が 25.8％（24件）、「住みなが

らの改修工事が難しく、仮住まい等転居の負担が大きいから」が 24.7％（23 件）、

「改修工事を実施しても被害は避けられないと思うから」と「建物や敷地にあった耐

震改修工法の選定が難しいから」が 18.3％（17件）の順であった。 

・「その他」の内訳では、「関係権利者の理解が得られない」（４件）、「どうすべき

か検討中」（4件）、「建物の構造上の問題」（3件）の回答が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他」の内訳 回答数 

関係権利者の理解が得られない 4 

どうすべきか検討中 4 

建物の構造上の問題 3 

敷地の問題 2 

建替えるため 2 

費用の問題 2 

時期的な問題 2 

移転するため 1 

改修では抜本的な解決にはならない 1 

景観が損なわれるため 1 

家庭上の問題 1 

不明 1 

計 24 

 

  

問 9  耐震改修工事等を行わない理由ついてお伺いします。該当する番号を最大 3

つ選んで（１つでも可）回答欄にご記入ください。 

   回答後は【問 10】にお進みください。 

57.0%, 53 

24.7%, 23 

10.8%, 10 

18.3%, 17 

6.5%, 6 

14.0%, 13 

11.8%, 11 

18.3%, 17 

25.8%, 24 

3.2%, 3 

0 20 40 60

工事費用の負担が大きいから

住みながらの改修工事が難しく、仮住まい等転居の

負担が大きいから

信頼できる建築士や施工業者等の選定が難しいから

建物や敷地にあった耐震改修工法の選定が難しいから

貸借人や区分所有者との合意形成が難しいから

改修工事によって、現状よりも使い勝手が悪くなるから

今まで地震が起きても大丈夫だったから

（今後も大丈夫だと思う）

改修工事を実施しても被害は避けられないと思うから

その他

無回答
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① 問 4で 4（耐震改修工事を実施した）と回答した集計 

・耐震改修費用については、500 万円以上かかったという意見が最も多く、全体の

51.9％（14件）を占め、次いで 200～500万円未満の 33.3％（9件）、100～200万円

未満の 11.1％（3件）の順で多くなっている。 

 

費用 回答数 構成比 

100万円未満 1 3.7％ 

100～200万円未満 3 11.1％ 

200～500万円未満 9 33.3％ 

500万円以上 14 51.9％ 

計 27 100.0％ 

 

 

② 問 4で 5（話し合ったが工事は未実施）、6（簡易な地震対策を実施）、7（検討

中）、8（何もしていない）と回答した集計 

・耐震改修工事を実施していない方の回答としては、「わからない」が最も多く、全体

の 41.4％（36件）を占めている。 

・「わからない」以外では、100～200 万円未満（19 件、占有率 21.8％）が最も多く、

次いで 200～500万円と 500万円以上が（11件、同 12.6％）であった。 

 

費用 回答数 構成比 

100万円未満 10 11.5％ 

100～200万円未満 19 21.8％ 

200～500万円未満 11 12.6％ 

500万円以上 11 12.6％ 

わからない 36 41.4％ 

計 87 100.0％ 

 

  

問 10 耐震改修工事を実施するにあたって、工事費用は最大いくらまで出すことが

できると思いますか。また、既に耐震改修工事を実施した方は、工事費用は

どのくらいでしたか。該当する番号に〇を付けてください。 
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・相談先の回答では、「建築士・設計事務所」（61 件、占有率 33.3％）、「大工・工

務店」（63件、同 34.4％）が多かった。 

・ケアマネージャー、民生委員を相談先とした回答はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・必要な取り組みとしては、「耐震化に係る助成制度等の充実」が最も多く全体の

55.4％（103 件）、次いで「助成制度や税制優遇等の耐震化支援に関する周知」が

35.9％（66 件）、「信頼できる専門家等（建築士、施工業者等）の紹介」の 26.6％

（50 件）、「相談体制（相談窓口・相談員等）の充実」の 25.0％（47 件）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 11 耐震改修工事を実施するにあたって、ご家族・ご親族の他に誰に相談します

か（しましたか）。該当する番号すべてに〇を付けてください。 

問 12 住宅・建築物の耐震化を促進するために、今後どのような取り組みが必要だ

と思いますか。該当する番号を最大 3つ選んで（１つでも可）回答欄にご記

入ください。 

33.3%, 61 

34.4%, 63 

13.7%, 25 

0.0%, 0 

0.0%, 0 

9.3%, 17 

11.5%, 22 

26.2%, 48 

0 20 40 60 80

建築士・設計事務所

大工・工務店

ハウスメーカー・建設会社

ケアマネージャー

民生委員

区役所の職員

その他

無回答

55.4%, 103

35.9%, 66

25.0%, 47

26.6%, 50

10.9%, 20

7.6%, 14

16.8%, 31

4.9%, 9

13.6%, 25

0 20 40 60 80 100 120

耐震化に係る助成制度等の充実

助成制度や税制優遇等の耐震化支援に関する周知

相談体制（相談窓口・相談員等）の充実

信頼できる専門家等（建築士、施工業者等）の紹介

耐震診断・耐震改修工事等の事例紹介・現場見学会

専門家等による出張相談会

耐震化に関する分かりやすい手引き等の作成

その他

無回答
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・現在の住まいに今後も住み続けたいかの質問に対しては、全体の約 7 割（占有率

68.2％、118件）の人が「住み続けたい」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．令和元年度第３回台東区区政サポーターアンケート調査 

 

【住宅の耐震化について】 

（１）目的 

区政サポーターに区の課題となっている「施策や事業に関するアンケート」に回答い

ただき、区政への参加を図る。また、アンケート結果は区民の貴重なご意見として、今

後の区政運営の資料とする。 

（２）調査概要 

調 査 期 間 令和元年１１月１日（金） ～ １１月１４日（木） 

対   象 区政サポーター２００名（郵便によるサポーター７０名、Eメールサポータ

ー１３０名） 

有効回収数 １８８名（郵便６７名、Ｅメール１２１名） 有効回収率９４．０％ 

（３）アンケート調査結果 

今回の調査では、８割以上の方が「住宅の耐震化は必要」と感じており、半数以上の

方が耐震改修工事を既に実施した、または実施したいとの考えをお持ちであることがわ

かりました。 

耐震改修工事実施への課題として「工事費用の負担が大きい」と回答された方が最も

多い一方で、区の耐震化助成制度を「知っている」と回答された方が約５割にとどまっ

ており、助成制度について、今後更に周知していくことが必要であることがわかりまし

た。 

また、耐震化を促進していくための取り組みとして、助成制度以外にも、「信頼でき

問 13 現在お住いの住宅に、今後も住み続けたいですか。該当する番号に〇を付け

てください。 

住み続けたい

68.2%, 117

建て替えをしたい

11.0%, 19

新しい住宅（マン

ション含む）に

引っ越したい

1.7%, 3

既に区内に住ん

でいない

1.7%, 3

その他

8.7%, 15

無回答

8.7%, 15



台東区耐震改修促進計画 

 

 

 

85 

る専門家等の紹介」や「相談体制の充実」などの環境の整備が重要であると、多くの方

が回答されました。 

今回の調査結果を参考に、今後も住宅の耐震化促進に向けた施策を展開し、区民の皆

様が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進してまいります。 

（都市づくり部 建築課） 

 

設問20：昨年、大阪や北海道胆振（いぶり）地方で大きな地震が発生し、住宅等の被害が

多数見られました。東京でも、今後３０年以内に震度６弱以上の地震が発生する

確率が高くなっていると言われています。 

あなたは、住宅の耐震化についてどのように考えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問21：あなたの住宅の種類は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( N = 188 ) ４．その他
12人
6.4%

３．耐震化は
必要ない
15人
8.0%

２．耐震化は
必要だが、難し
い（すぐには
取り組めない）

88人
46.8%

１．耐震化は
必要であり、早く
取り組みたい

69人
36.7%

無回答
4人
2.1%

( N = 188 )

45人
23.9%

61人
32.4% ２．一戸建て

（借家）
4人
2.1%

１．一戸建て
（持ち家）
74人
39.4%

５．その他
4人
2.1%

４．賃貸マンション・
アパート

３．分譲マンション
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設問22：あなたの住宅が建てられた時期はいつ頃ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問23：区では、昭和５６年（１９８１年）５月以前に建築された木造住宅やマンション

等を対象に、耐震診断及び耐震改修工事に係る費用の一部を助成する制度を設け

ています。 

あなたは、この制度を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( N = 188 )
無回答
2人
1.1%

３．わからない
7人
3.7%

２．昭和５６年
（１９８１年）
６月以降
133人
70.7%

１．昭和５６年
（１９８１年）
５月以前
46人
24.5%

( N = 188 )

３．知らない
98人
52.1%

２．知っている
が、利用した
ことはない
88人
46.8%

１．知っている
し、利用した
ことがある

2人
1.1%
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設問24：あなたの住宅の耐震性能（大地震に対する安全性）に関して、不安はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問25：あなたの住宅について、耐震診断（耐震性能の調査）を実施したいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( N = 188 )

３．特に心配
していない
68人
36.2%

２．少し不安
84人
44.7%

１．かなり不安
36人
19.1%

( N = 188 )

４．実施したいと
思わない（実施
する予定はない）

58人
30.9%

３．診断費用等
の内容次第で
実施したい
91人
48.4%

２．今後実施
したい（実施する
予定である）

14人
7.4%

１．既に
実施した
17人
9.0%

無回答
8人
4.3%
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設問26：あなたの住宅について、耐震改修工事をしたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問27：設問２６で選択肢１～３を選択した方にお伺いします。 

耐震改修工事を実施するにあたって、工事費用は最大いくらまで出すことができ

ると思いますか。 

また、既に耐震改修工事を実施した方は、工事費用はどのくらいでしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( N = 188 )

４．実施したいと
思わない（実施
する予定はない）

83人
44.1%

３．診断結果や
工事費用等の
内容次第で
実施したい
79人
42.0%

２．今後実施
したい（実施する
予定である）

10人
5.3%

１．既に
実施した
12人
6.4%

無回答
4人
2.1%

( N = 101 )

５．わからない
41人
40.6%

無回答
1人
1.0%

29人
28.7%

　
　　　13人
　　　12.9%

　
　　　　9人
　　　　8.9%

8人
7.9%

１．100万円未満

２．100万円以上
200万円未満

３．200万円以上
500万円未満

４．500万円以上
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設問28：耐震改修工事の実施にあたり、どのような課題があると思いますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問29：住宅の耐震化を促進するために、今後どのような取り組みが重要だと思いますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( N = 188 )

62

51

73

57

2

7

10

26

28

51 39

3

8

24

29

9

0人 30人 60人 90人 120人 150人

男　性

女　性

１．工事費用の負担が大きい

２．住みながらの改修工事が難しく、
　　仮住まい等転居の負担が大きい

４．建物や敷地の状況に合った耐震改修工法の
　　選定が難しい

５．賃借人や区分所有者との合意形成が難しい

６．改修工事によって、現状よりも使い勝手が悪くなる

７．その他

無回答

135人

108人

90人

50人

57人

19人

15人

5人

３．信頼できる施工業者の選定が難しい

( N = 188 )

69

49

69

55

40

53

38

28

57

34

5

41

54

29

24

5

0人 30人 60人 90人 120人 150人

男　性

女　性
無回答

８．その他

７．耐震化に関する分かりやすい手引き等の作成

６．専門家等による出張相談会

４．信頼できる専門家等（建築士、施工業者等）の紹介

２．助成制度や税制優遇等の耐震化支援に関する周知

１．耐震化に係る助成制度等の充実

３．相談体制（相談窓口・相談員等）の充実

５．耐震診断・耐震改修工事等の事例紹介・現場見学会

138人

108人

89人

111人

63人

52人

79人

10人

1人
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資料５．台東区における耐震化に係る助成制度（令和２年度末時点） 

 

１．安全で安心して住める建築物等への助成 

（１）木造住宅等の耐震診断等助成 

助成名称 事業概要 助成対象 助成金額 

耐震診断助成 

旧耐震基準の木造

住宅等について、耐

震診断、補強設計及

び耐震改修工事費

用に対し助成 

木造住宅 
診断費用の 10/１０かつ 

１５万円限度 

木造以外の住宅 
診断費用の１/２かつ 

５０万円限度 

住宅以外の建築物等 
診断費用の８/１０かつ 

１５万円限度 

補強設計助成 木造住宅 
設計費用の１/２かつ 

６万円限度 

耐震改修工事助成 

重点地域（※）内の 

住宅 

工事費用の２/３かつ 

２００万円限度 

その他の地域の住宅 
工事費用の１/２かつ 

１５０万円限度 

※東京都防災都市づくり推進計画に定める整備地域及び地域危険度調査（東京都）における建物倒壊危険度 5の地域 

 

（２）マンションの耐震診断等助成 

助成名称 事業概要 助成金額 

マンション耐震 

アドバイザー派遣 

旧耐震基準のマンシ

ョンについて、耐震ア

ドバイザー派遣、耐

震診断、補強設計及

び耐震改修工事費

用に対し助成 

１回の派遣につき２万円限度 

（同一マンションにつき５回まで） 

マンション 

耐震診断助成 

助成対象費用の１/２ 

（延べ面積 1,000㎡以上かつ地階を除き 3階以

上の場合、200万円限度。ただし、設計図書の復

元等の加算がある場合は、２７７万円限度） 

マンション 

補強設計助成 

助成対象費用の 1/2 

（延べ面積 1,000㎡以上かつ地階を除き 3階以

上の場合、200万円限度） 

マンション 

耐震改修工事助成 

助成対象費用の 1/2かつ 

①延べ面積 1,000㎡未満の場合 

250万円限度 

②延べ面積１,０００㎡以上かつ地階を除き 3階以

上の場合 

1,500万円限度 

※助成対象費用は、実際に耐震診断等にかかる費用と建物規模等による限度額のいずれか少ない方 
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（３）その他の助成 

助成名称 事業概要 助成金額 

木造住宅段階改修 

工事助成 

二段階に分けて実施

する耐震評点１．０を

満たす耐震改修工

事費用に対し助成 

（一段階目の改修時

に耐震評点が 0.7

以上を満たす改修と

する） 

一段階目改修 

工事費用の１/２かつ５０万円限度 

二段階目改修 

①重点地域内（※）の住宅 

工事費用の２/３かつ２００万円から一段階目改

修の助成金額を差し引いた額限度 

②その他の地域の住宅 

工事費用の１/２かつ２００万円から一段階目改

修の助成金額を差し引いた額限度 

除却工事助成 

耐震診断の結果、倒

壊の危険性が高いと

判断された旧耐震基

準の建築物の除却

工事費用に対し助成 

工事費用の１/３かつ５０万円限度 

ブロック塀等 

改善工事助成 

道路に面する高さ

1.2ｍ超のブロック

塀等の改善工事費

用に対し助成 

工事費用の１/２かつ１５万円限度 

ただし、平成３０年８月から令和３年３月末までに完

了したものは５０万円限度 

がけ・擁壁 

改修工事助成 

高さ 1.5ｍ以上のが

け・擁壁の改修工事

費用に対し助成 

工事費用の３/１０かつ１００万円限度 

外壁等落下防止の 

ための改善工事助成 

道路に面した建築物

の 3 階以上の部分

で、外壁等の落下防

止のために行う改善

工事費用に対し助成 

工事費用の５/１００かつ５０万円限度 

特定建築物 

耐震診断助成 

旧耐震基準の多数

の者が利用する建築

物の耐震診断費用

に対し助成 

診断費用の１/２かつ１００万円限度 

※東京都防災都市づくり推進計画に定める整備地域及び地域危険度調査（東京都）における建物倒壊危険度 5の地域 
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２．緊急輸送道路沿道建築物等への耐震化助成 

助成名称 事業概要 助成金額 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

耐震診断 

助成 特定緊急輸送道路

沿道建築物の耐震

診断、補強設計及

び耐震改修工事費

用に対し助成 

― （平成 28年度終了） 

補強設計 

助成 
助成対象費用の 5/6（最大） 

耐震改修 

工事等助成 
助成対象費用の 5/6（最大） 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

耐震診断 

助成 

一般緊急輸送道路

沿道建築物の耐震

診断、補強設計及

び耐震改修工事費

用に対し助成 

助成対象費用の１/２ 

（延べ面積 1,000㎡以上の場合、

200万円限度。ただし、設計図書の

復元等の加算がある場合は、２７７

万円限度） 

補強設計 

助成 

助成対象費用の１/２かつ 

200万円限度 

耐震改修 

工事等助成 

助成対象費用の１/２かつ 

①延べ面積 1,000㎡未満 

250万円限度 

②延べ面積１,０００㎡以上 

1,500万円限度 

※助成対象費用は、実際に耐震診断等にかかる費用と建物規模等による限度額のいずれか少ない方 
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